
強化拠点校重点事業 実施要項 

 

１ 目 的 

   ２０２５年開催の滋賀国スポに向けた強化拠点として、県内各競技の核となる高等学校（運

動部）を「２０２５滋賀国スポ強化拠点校」として指定し県全体の競技力の向上を図る。 

 

２ 対 象 

滋賀県競技力向上対策本部より指定を受けた高等学校（運動部） 

 

３ 期 間 

各年度４月１日～２月末日までとする。 

    補助期間については、やむを得ない事情のある場合は別途協議する。 

 

４ 指 定 

 （１）指定基準 

（ア）対象競技団体が強化拠点校を核とする強化構想を持っていること 

（イ）対象となる高等学校（運動部）が競技団体の強化構想を受け県全体の拠点となる意思

があること 

（ウ）競技団体と該当校の合意形成がされ、滋賀県競技力向上対策本部が総合的に判断し認

めた高等学校（運動部） 

 （２）指 定 

    滋賀県競技力向上対策本部が、「２０２５滋賀国スポ強化拠点校」の指定証を交付する。 

 

５ 内 容 

対象高等学校運動部が実施する強化事業において、交通費、宿泊費、大会参加費、施設使

用料、保険料、報償費、消耗品費、練習環境の改善に係る経費、医科学サポート費、その他

滋賀県競技力向上対策本部が認める経費を補助する。 

但し、運動部活動優秀選手・指導者等活用事業の派遣指導者を大会等へ帯同させる場合に

おいては、交通費、宿泊費および報償費の補助額は下記のとおりとする。 

〔報償費〕 補助限度額 ５，５００円／１回（実際に指導にあたる半日単位を１回とする。） 

〔交通費・宿泊費〕 実費（令和４年度滋賀県競技力向上対策本部スポーツ振興補助金 対

象経費支出基準に準じる） 

※ この場合、「運動部活動優秀選手・指導者等活用事業」の派遣指導者ではなく、学校が

依頼する外部コーチとして取り扱う。 

 

６ その他 

補助金の交付は、原則概算払いとする。 

 

付 則  

この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要項は、令和２年４月１日から施行する。 

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

この要項は、令和４年４月１日から施行する。 


